
千葉市監査委員告示第４号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長職務代理者千葉市副市長から通知が

ありましたので、公表します。 

 

  令和３年３月２５日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同       伊 藤 康 平 

同       向 後 保 雄 

 



 

 ２千総総第１１１４号  

令和３年３月１７日  

 

 千葉市監査委員 大 木  正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       伊 藤 康 平 

 同       向 後 保 雄 

 

千葉市長職務代理者 

千葉市副市長 鈴 木 達 也 

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 平成２９年度監査報告第１０号、平成３１年度監査報告第１０号及び令和２年度監査報告

第６号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

様 



 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

  イ 歳入に係る督促を適正に行うべきも

の（中央区役所、稲毛区役所） 

    予算会計規則第３７条第１項による

と、調定した歳入について納期限を過

ぎても納入に至らないものがあるとき

は、納期限後２０日以内に督促状によ

り督促しなければならないとされてい

る。 

    しかしながら、高齢者福祉事業に係

る利用者負担金、福祉手当の過誤払い

に係る返納金、児童手当の過誤払いに

係る返納金、子ども手当の過誤払いに

係る返納金、要保護世帯緊急援護資金

貸付金償還金及び生活保護費の過誤払

いに係る返納金について、納期限後 

２０日が経過しても督促状による督促

は行われていなかった。 

    歳入に係る督促については、規則に

基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 歳入に係る督促については、令和２年度か

ら、規則に基づき適正に行っている。 

 なお、督促を行っていなかったものについ

ては、平成３１年１月までに督促を行った。 

 



 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（２）契約事務 

  ウ 契約書を適正に作成すべきもの（市

民局） 

    契約規則第２５条によると、随意契

約等の相手方を決定したときは、契約

書を作成して、契約を締結するとあり、

同規則第２６条には契約書の作成を省

略することができる場合について規定

している。 

    しかしながら、地域課題解決ソリュ

ーションシステムＷｉ－Ｆｉ利用に係

る通信サービスについては、契約書の

作成を省略することができる場合に該

当していないにもかかわらず、契約書

の作成を省略していた。 

    契約書の作成については、規則に基

づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 地域課題解決ソリューションシステムＷｉ

－Ｆｉ利用に係る通信サービスについては、

契約相手方が定める契約約款に基づく契約申

込書の提出によって契約を締結することか

ら、契約規則第２６条第５号の「その他随意

契約で市長が契約書を作成する必要がないと

認めるとき」を適用し契約書の作成を省略す

ることとし、その旨を令和２年度の施行決定

に係る決裁文書に明記した。 

 



 

 

報告書番号 ３１監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

  ア 歳入に係る督促を適正に行うべきも

の（美浜区役所） 

    千葉市予算会計規則（平成４年千葉

市規則第９７号）第３７条第１項によ

ると、調定した歳入について、納期限

を過ぎても納入に至らないものがある

ときは、納期限後２０日以内に督促状

により督促しなければならないとされ

ている。 

    しかしながら、心身障害者福祉手当

の過誤払に係る返納金については、納

期限後２０日を経過しても督促状によ

る督促が行われていない事例が見受け

られた。 

    歳入に係る督促については、適正に

行われたい。 

 

 

 

 

 歳入に係る督促については、令和２年度か

ら、規則に基づき適正に行っている。 

 なお、督促を行っていなかったものについ

ては、令和２年４月までに督促を行った。 

 



 

 

報告書番号 ３１監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）契約事務 

  エ 小規模修繕の発注を適正に行うべき

もの（若葉区役所） 

    官公需についての中小企業者の受注

の確保に関する法律（昭和４１年法律

第９７号）第８条によると、「地方公共

団体は、国の施策に準じて、中小企業

者の受注の機会を確保するために必要

な施策を講ずるように努めなければな

らない。」とされ、また、「千葉市小規

模修繕業者登録制度の実施について」

（平成２４年３月３０日付け資産経営

部長通知）によると、予定価格１００

万円以下の小規模修繕の発注について

は、原則として「小規模修繕業者登録

名簿」に登載されている者（市内事業

者）を選定するものとされている。 

    しかしながら、若葉区役所及び若葉

保健福祉センターにおける小規模修繕

については、準市内業者である庁舎維

持管理業務委託事業者へ一者随意契約

により発注されていた。 

    小規模修繕の発注については、通知

に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 若葉区役所及び若葉保健福祉センターにお

ける小規模修繕の発注については、令和２年

度から資産経営部長通知に基づき、小規模修

繕業者登録名簿に登載されている市内事業者

を選定し、実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 


